
佐久市交通安全対策協議会会議 次第 

                     日 時 平成２５年９月５日（木） 

    午前１０時３０分より 

場 所 佐久消防署 ３階会議室  

 

１ 開  会 

 

２ 佐久市長あいさつ 

   

３ 会長、副会長、監事選出 

 

４ 会長、副会長あいさつ 

 

５ 議  事 

       (1) 第１号議案  

平成２４年度事業報告・決算報告について 

 

(2)  第２号議案  

平成２５年度事業計画（案）・予算（案）について 

 

(3)  第３号議案  

平成２４年度佐久市交通安全対策実績について 

 

(4)  第４号議案  

平成２５年度佐久市交通安全実施計画（案）について 

 

  ６ その他 

(1) 平成２５年度佐久市交通安全市民大会開催予定について 

(2) 連絡事項等 

 

 

７ 閉  会 
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第１章 道路交通環境の整備 

                       佐久警察署 

事業方針 

１ 交通安全施設等の整備 

（１） 公安委員会に関する事項 

安全・安心で人に優しい交通環境整備のため、実態に即した交通安全施設の整備、交通 

事故多発交差点対策を推進します。 
 

交通信号機の整備 

・導入した交通管制システムの検証を継続し、佐久市の交通状況に即

した信号制御を推進します。 

・高齢者等にも見やすい発光ダイオード信号灯器への変更を引き続き

推進します。 

・新設される近津線関係を中心に交通信号等の整備、沿線に新設予定

の小学校の通学路対策先行整備を推進します。 

道路標識・標示の

整備 

・変化する交通環境から幼児・学童・高齢者等の交通弱者を保護する

ため、走行速度の抑制、安全・快適な歩行空間を創出するための交

通規制等を行い「安全・安心で人に優しい交通環境の整備」を推進

します。 

・高齢者等に「見やすく分かりやすい道路標識・標示」とするなど視

認性向上のために、道路標識・標示の大型化・高輝度化を図るとと

もに、景観にも配慮した縮小化も推進します。 

・交通事故多発交差点、多発地帯対策も推進します。 

・駐車禁止規制・速度規制、その他交通規制の見直し等、交通の状況 

 に応じた交通環境の整備を推進します。 
 

実施結果 

平成２４年度交通安全施設整備 

区  分 事業量 場所・内容等 

信号 信号機改良（予定） 46 基 通学路対策 

信号機新設（予定） 8 基 歩車分離式信号交差点の推進 

表示 横断歩道新設 22 箇所 通学路対策 

 

標識 

道路標識 一時停止新設 8 箇所 事故防止対策 

道路標識・

標示の整備 

既設道路標識・道

路標示の整備 

標識 82 本 

表示 6,000ｍ 

 

ライフサイクルコスト低減に向けた既

設標識の見直し。 

合 計 

54基 

30箇所 

6,000ｍ 

 

 



－2－ 

 

 

佐久建設事務所 

 

事業方針 
 

（２）道路管理者に関する事項 
ア 国道及び県道 

  ○安全で快適な交通環境の整備 

  ・ 交通事故の発生実態や高齢者等交通弱者の道路利用実態を踏まえた交通安全施設整備

を推進し、安全で快適な交通環境の改善に努めます。 

        

○安全、安心な道路環境の確保 

 ・ 安全でスムーズな道路交通を確保するため、交差点の改良や歩道の整備を推進します。   

 

 

実施結果 

        平成２４年度交通安施設整備       （千円） 

工  種 事業量 事業費 摘  要 

法 

に 
基 

づ 

く 

交 

通 

安 

全 

施 

設 

第 
 

１ 
 

種 

歩    道 ｍ 9,830 平賀他用地補償等 

歩道切り下げ    

視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ 

遥用 

   

自転車歩行者道 （km） 200ｍ 79,200 小田井 

横 断 歩 道 橋    

地 下 横 断 歩 道 

 

横断 

   

そ の 他 

 

   

第 
 

２ 
 

種 

道路照明    （基）    

防護柵     （km） 165ｍ 3,000 塚原 

道路標識    （本） 2基 250 桑山 

区画線     （km） 44,400ｍ 10,000  

視線誘導標   （本） 25本 600 岩水 

道路反射鏡  （式）    

そ の 他 78㎡ 1,000 赤岩、カラー舗装 

合  計 
44,765ｍ 

2基、25本 

78㎡ 
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市建設部土木課 

 

事業方針 
 

イ 市道 

     市道における交通安全対策のため、道路反射鏡・防護柵・区画線・交差点改良等の安全施設
を整備することにより、市民の交通安全や利便性を図る。 

   

○ 事業内容 

 ・市内２４０区における市道の安全確保のため、道路反射鏡・区画線・防護柵等の安全施設の
整備を行い、市民の交通の利便性や安全性を図る。その他、破損した安全施設の整備。 

 

実施結果 

  

       平成２４年度交通安全施設整備      （千円） 

工   種 事業量 事業費 摘  要 

法
に
基
づ
く
交
通
安
全
施
設 

第
１
種 

 

１ 
 

種 

歩道     

その他 

 

   

小 計    

第 
 

２ 
 

種 
防 護 柵     

（km） 

368.5ｍ 6,717  

道 路 標 識    

（本） 

箇所   

区 画 線     

（km） 

1,006.4ｍ

ｍ 

1,807  

道 路 反 射 鏡  

（式） 

63基 6,382  

そ の 他 1式 7,960  

小 計 368.5ｍ 

1,006.4ｍ 

63基 

1式 

 

22,866  

合  計 368.5ｍ 

1,006.4ｍ 

63基 

1式 

 

22,866  
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市経済部耕地林務課 

 

事業方針 

ウ 農道 

  農道の危険箇所にガードレールを設置するとともに、農業用排水路の危険箇所に防護柵を設

置します。 
    農業用車両のみでなく一般車両も含めた交通が、交通事故の危険性を増大させているので、付

帯する各種安全施設について、危険個所を作らないことを目標に計画設計段階から公安委員会の
指導のもと、安全な農道の整備を図ります。 

エ 林道 

  林道の危険箇所にガードレールを設置するとともに、カーブ等の危険箇所に防護柵を設置し
ます。 

一般通行車両の多い路線やその他緊急に交通の安全を確保する必要がある路線について改
良改築事業を行います。 

新設にあたっては、交通安全施設の設置に配意し、交通安全の確保を図ります。 

実施結果 
   
                平成２４年度実施結果 

 

ウ 農道整備 

   

舗装新設 砕石支給 生コン支給 

2,110ｍ 866㎥ 371㎥ 

  

 

 

 

エ 林道整備 

                                 （ｍ） 

舗装新設 不陸整正 高枝切 丸太筋工 草刈 

201 2,239 1,000 0 105,707 
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市建設部高速交通課 

 

事業方針 
 

オ 高速道路関連道路 

  高速交通網の開通により交通量が増加している今日、歩行者の多い道路、また通学路として

使用している市道（高速道路建設等に関するもの）の中で、特に交通事故等の危険性が予想さ

れる道路について、歩道等を整備することにより利用者の安全、かつ交通の円滑な走行の確保

を図ります。  

 

 

 

 

○ 事業内容 
歩道の整備 

 

 

 

実施結果 

  

         平成２４年度交通安全施設整備     （千円） 

工  種 事業量 事業費 摘  要 

法 

に 

基 

づ 

く 

交 

通 

安 

全 

施 

設 
第 

 

１ 
 

種 

歩道  235.1ｍ 4,638  

その他    

    

    

    

小 計 235.1ｍ 4,638  

第 
 

２ 
 

種 

防 護 柵     

（km） 

134ｍ 1,534  

道 路 標 識    

（本） 

   

区 画 線     

（km） 

2,733ｍ 769  

道 路 反 射 鏡  

（式） 

1基 373  

そ の 他 9本 223 車線分離標 

小 計 2,867ｍ 

1基、9本 

2,867ｍ 

2,899  

合  計 3,102.1ｍ 

1基、9本 

7,537  
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市建設部土木課．環境部生活環境課 

 

事業方針 

２ その他道路交通環境の整備  

（１）放置自転車対策 

 道路交通の安全確保及び道路環境の整備を図るため、道路管理者は学校教育機関及び交通管

理者と連携して、地域の実情に即した環境整備対策を講じます。 

また、既存の自転車駐輪場の利用促進を図るためのＰＲ活動を行うとともに、自転車駐輪場

の整備、整頓に配意し、歩行空間の確保に努めます。 

  

（２）法定外交通安全看板の設置 

   市内の交通危険個所等に、速度抑制、一時停止、徐行等を徹底させるための法定外看板を設

置し、通行車両等に注意を喚起させる対策を推進します。 

実施結果 

（１）放置自転車対策 

  中込市営駐輪場、佐久平駅駐輪場、中佐都駅駐輪場、岩村田駅駐輪場の放置自転車を撤去し、

駐輪スペースを確保するとともに、駅周辺歩道上にある放置自転車を定期的に撤去し、歩行

者の通行スペースを確保に努めました。 

 

放置自転車撤去処分数 １６８台（前年比－３３台） 

 

 

（２）法定外交通安全看板の設置 

 通行車両等に注意喚起を促し、交通ルール等を遵守させるための法定外看板を、各区の要望

に基づき設置しました。 

 

法定外注意喚起看板設置 ５７枚（前年比－１１枚） 
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第２章  交通安全意識の普及徹底 

環境部生活環境課 

事業方針 

１ 交通安全教育の推進 

交通安全教育は、家庭における幼児に対する教育から始まり、小・中・高校における組織的・体
系的な教育、その後反復して行われる運転者の資質向上の教育、老人クラブ等における高齢者の教
育に至るまで生涯にわたって段階的かつ継続的に推進する必要があります。このため、人命尊重と
いう理念のもとに、安全に行動できる人間、交通社会の一員として積極的に貢献できる人間、更に
は将来の交通状態の改善にも寄与し得る人間の育成を目標として、心身の発達段階、道路交通への
参加の態様等に応じて、教育の様々な場面を活用し、交通安全教育の推進を図ります。 

(1) 保育所、幼稚園、学校等における安全教育 

学校教育等の場においては、人間形成の一環として、人命尊重及び遵法の精神に立脚し、交

通事故から自分の生命を守る知識、能力及び行動等を習得させ、交通安全の優れた実践者を育

成するため、計画的に教育を推進します。 

実施結果 

                  

 

 

保 育 所

幼 稚 園  

 

ア 新入園児を迎える４月から５月を重点に、保育所、幼稚園を対象に、警察、交通指導
員会等と連携しての交通安全教室を開催しました。（２４回  3,470 名） 

イ  ペンキを使用した「足型等ストップマーク」の表示を実施しました。      
（2,766 箇所） 

ウ ＰＴＡ・地域の交通安全協会等の協力による新入学（園）児の街頭指導を行いました。 

 

 

 

小 学 校

中 学 校  

 

ア 人命尊重の理念に立ち、自ら的確に判断し安全に行動できる交通社会人の育成を目指

し、児童生徒の発達段階に応じた交通安全教育を推進します。 

イ 小・中学校にあっては、学校、警察、佐久市交通指導員会、家庭等と連携し、交通安

全教室を開催しました。 （１９回  5,880名） 

ウ  小学校ＰＴＡによる地区単位の親子交通安全教室を開催しました。      

（２１回  1,089名） 

エ 市内１６小学校の、６年生全員を「わが家の交通安全課長」に委嘱するとともに、

横断旗を配布し、児童及びその家族の交通安全意識の高揚を図りました。（平成２４

年４月１９日 泉小学校において委嘱式開催  市内委嘱児童 939名） 

オ 交通ルールとマナー、自転車の点検・正しい乗り方の指導を実施しました。 
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環境部生活環境課 

事業方針 

 

(2) 社会教育における交通安全指導 

   広く住民に交通安全意識の浸透を図るため、社会教育の場と機会を活用して、交通安全意識の

高揚に努めます。 

交通安全学習の実施 
公民館等における成人等に対する講座・研修会など、あらゆる

機会を利用しての交通安全教育の実施について要請します。 

関係団体との連携に
よる活動の推進 

 社会教育関係団体の活動に、交通安全に関する事業を実施する
よう各種団体に要請します。 

広報活動による啓発 

 公民館やＰＴＡ等の社会教育関係団体が発行する広報誌等に、
交通安全に関する内容を掲載するよう要請して住民意識を高揚
させるほか、あらゆる広報媒体を活用し住民の交通安全意識を醸
成します。 
 また、緊急時においては、緊急的に有線放送、回覧チラシ等に
より市民への周知徹底を図ります。 

地域活動の徹底 
 県教育委員会が行う、ＰＴＡ指導者研修会、青年団体指導者研
修、尐年団体指導者研修において、地域・団体活動における交通
安全指導について啓発します。 

 

実施結果 

 

高齢者 

 

ア ９月から１２月の間に、佐久市老人クラブ連合会との連携による市内老人

クラブ対象の交通安全教室を開催しました。（２４回  902名） 

イ 高齢者の死亡する交通事故が２件発生した協和地区において、警察や佐久

市交通指導員会及び交通安全協会等と連携して、高齢者宅への家庭訪問によ

る個別交通安全指導を行いました。（１回  43世帯） 

ウ 春・秋の全国交通安全運動期間中に、シルバー人材センター等の高齢者支

援組織と連携し、浅間自動車学校において高齢ドライバーを対象とした「シ

ルバー運転教室」を開催しました。（2回  48名） 

エ  高齢者対象の交通安全ナイトスクールを開催し、交通安全指導を行ないま

した。（平成２４年１０月２９日実施） 

 

地域 

 

ア 広報誌等に、交通安全に関する内容や交通安全標語などを掲載するほか、

老人クラブ等に対する市所有の交通安全教育用ビデオテープの貸出しを促

進する等、広く市民の交通安全意識の高揚を図りました。 

 

イ 佐久市交通安全市民大会を開催し、市民参加のもとに交通安全意識の高揚

を図りました。（平成 24年 10月 6日（土）「コスモホール」で開催） 

 

 



－9－ 

 

環境部生活環境課 

事業方針 

２ 交通安全運動の推進 

（１） 季別の交通安全運動 

    季別ごとに実施される交通安全運動に伴い、関係機関と連携協力し、交通事故発生状況を踏
まえ、交通安全啓発、指導、教育活動を展開し、交通事故防止に効果があがる対策を推進します。 

 

 

 

 

実施結果 

 

（１） 季別の交通安全運動 

名  称 期   間 目       的 

春の全国交

通安全運動 

４月６日（金） 

～  

４月１５日（日） 

（１０日間） 

 広く県民に交通安全知識の普及と交通安全意識の

高揚を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナー

の実践を習慣付けることにより、交通事故を防止す

るための交通安全を呼びかけました。（佐久合同庁舎

駐車場において出動式及び跡部交差点において交通

指導所を開設 4/6） 

夏の交通安

全やまびこ

運動 

７月１９日（木）

～  

７月２５日（水） 

（７日間） 

 夏の行楽・帰省シーズンを迎え、これに伴う交通

事故を防止するため、広く県民及び県外者に交通安

全を呼びかけました。（ツルヤ臼田店駐車場で出動式

及び同店前交差点において交通指導所を開設 7/19） 

秋の全国交

通安全運動 

 

９月２１日（金）

～  

９月３０日（日） 

（１０日間） 

 広く県民に交通安全知識の普及と交通安全意識の

高揚を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナー

の実践を習慣付けることにより、交通事故を防止す

るための交通安全を呼びかけました。（ほっとぱーく

浅科において出動式及び同パーク前道路において交

通指導所を開設・浅科小６年児童による交通安全お

手紙作戦を実施 9/25） 

年末の交通

安全運動 

１２月１１日（火）

～  

１２月３１日（月） 

（２１日間） 

 年末は、飲酒の機会が多く、降雪や凍結等の道路

環境の悪化も加わり、交通事故の多発が予想される

ため、広く県民及び県外者に交通安全を呼びかけま

した。（東信免許センター駐車場において出動式及び

同センター前道路で交通指導所を開設 12/11） 
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環境部生活環境課 

事業方針 

（２） その他年間を通じて行う交通安全活動 

  ○ 高齢者の交通事故防止 

  ○ シートベルト・チャイルドシート着用の徹底 

  ○ 飲酒運転の根絶 

  ○ 自転車安全利用の推進 

  ○ 生活道路における交通事故防止 

実施結果 

 

区 分 内          容 

高齢者の交通事

故防止 

○ 高齢者交通安全モデル地区の指定による啓発活動 

  高齢者の交通事故は依然として高い率を示し、特に歩行中の事故が多発す
るなど増加傾向にあり、このような状況から高齢者の交通事故防止対策の
強化を図るため、高齢者交通安全モデル地区を指定し、高齢者の交通事故
防止の啓発活動を展開しました。 

指定地区 期 間 実  施  事  項 

 

佐久市中込  

 

平成 24年４月１日 

～  

平成 25 年３月 31 日

までの１年間 

・モデル地区の周知徹底 

・街頭における保護誘導活動 

・交通安全教室の開催 

・夜光タスキ等反射材の活用促進 

・地域内の運転者に対する安全運

転励行の指導 
 

シートベルト・

チャイルドシー

ト着用の徹底 

○ シートベルト・チャイルドシート着用の徹底 

・ 佐久市では、後部席を含む全ての座席のシートベルトの正しい着用を目

指して、広報啓発活動を実施しました。 

・ チャイルドシートの着用についても保育園、幼稚園等の親子交通安全 

教室等の開催を通じた啓発活動を実施しました。 

・ 佐久警察署と協力して、シートベルトパーフェクト作線を実施しました。

（平成２４年４月～１０月 調査・取締  計６回） 

運転者教育の充

実 

○ 警察及び交通安全協会等と連携を図りながら、チラシの回覧、広報誌への

掲載等をして、地域の交通安全意識の高揚を図りました。 

○ 安全運転管理者協会と連携し、会社・事業所に対する交通安全の啓発活動

を実施しました。 
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環境部生活環境課 

事業方針 

(３) 啓発日の設定 

   家庭、地域、学校では啓発日を活用して各種の行事を実施するなど、一人ひとりの安全意識の 

高揚を図ります。 

 

（４） 緊急対策等の実施 

  ○ 死亡事故現地診断の実施と再発防止検討会の開催 

  ○ 広報啓発活動による周知と安全意識の醸成 

○ 交通死亡事故多発非常事態宣言 

実施結果 

 

(３) 啓発日の設定 

名    称 実 施 日 活   動   内   容 

交通安全の日 
毎月 

５日と２０日 

 街頭指導、広報、啓発活動を強化し、広く交

通安全を呼びかけて、次の事項を重点に交通安

全意識を高揚しました。 

 ○ 全ての座席におけるシートベルトとチャ

イルドシートの正しい着用の徹底 

 

シートベルト啓発の日

（シートの日） 

毎月 

４日、14 日、

24日 

 シートベルト・チャイルドシート着用の徹底

を図るための広報啓発活動等を実施しました。 

二輪車交通安全の日 

(全国統一バイクの日) 
８月 19日（金） 

 二輪車の事故防止を図るための啓発活動を実

施しました。 

 

 

（４） 緊急対策等の実施 

  平成２４年中、佐久市内で発生した交通死亡事故は４件でした。 

  交通死亡事故の発生を受けて、有線放送等を活用して交通事故防止の啓発広報を実施しまし

た。 

  高齢者のかかわる交通死亡事故が２件発生した協和地区において、高齢者宅家庭訪問による

交通安全指導と交通安全ナイトスクールを開催し、交通死亡事故再発防止対策を実施しました。 

  なお、平成２４年中、交通死亡事故多発非常事態宣言の発令はありませんでした。 



－12－ 

 

第３章 救助・救急体制の整備 

                         佐久消防署・川西消防署・北部消防署 

事業方針（共通） 

１ 救助・救急体制の整備 

（１）救助・救急体制の整備 

  ア 多種多様化する交通事故現場において、負傷者の救出や搬送をより迅速化させるため、救

助救急資機材の整備を図り、反復訓練を実施します。また、救急指定病院との連携を緊密に

し、事例検討会等を通じ救命率の向上を図ります。 

イ 緊急車両の点検整備を積極的に行い、常に万全の整備状態を確保するとともに、併せて職員

の安全運転を励行するため、関係機関の交通安全運動等の事業に積極的に参加します。 

（２）１１９番受信装置の改良整備 

   近年、携帯電話からの１１９番受信が増加しており、発信地点表示に対応できるコンピュータ

ーシステムについて調査研究を進め、交通事故地点が即座に判明するよう、各種機器の改良整備

を検討します。 

実施結果 

１ 救助・救急体制の整備 

(1) 救助・救急体制の整備 

ア 緊急車両に対する法定点検整備、毎日の始業点検の励行、活動資器材の点検整備等を行ない、常に万
全な出動を確保しました。（共通） 

  イ 緊急車両の運転者育成のため、日々の走行訓練を実施しました。（共通） 
  ウ 「安全運転管理者講習」への参加、協力を行ないました。（共通） 
  エ 安全運転管理者選任事業所交通事故防止コンクールへ参加しました。（共通） 
  オ 随時機会を捉え、安全運転管理者による安全運転教育、指導を実施しました。また、交通安全講習

会を開催し受講しました。（共通） 
  カ 「ハイブリット車、電気自動車」の事故から負傷者を安全に救出・救護するため、外部講師を招き、

車両の構造や特性、高電圧の危険回避などについて、職員を対象に講習会を実施しました。（北部消
防署） 

 

(2) １１９番受信装置の改良装置 

  『佐久消防署』 
ア 緊急通信指令施設、通信指令機器の稼働操作の更なる習熟に努め、各地域の道路状況や地理、建造

物等が変化するなかで、指令台地図への住居・道路の最新データ入力及びＡＥＤ設置場所やドクター
ヘリ等の着陸地点を入力し、初動体制の迅速化を図りました。 

  イ 現１１９番受信装置、指令装置の設置業者との情報連携により、携帯電話の受信状況等について情
報提供しながら、新システムソフトの開発に協力しました。 

 
  『川西消防署』 
  ア 緊急通信指令施設の稼働操作の更なる習熟に努め、各地域の道路状況や地理、建造物等が変化する

中で、指令台への住所・道路の最新データを入力して初動体制の迅速化を図りました。 
  イ 平成２７年度に（佐久広域連合消防本部７署）の通信システム統合計画により、新指令装置のシス

テムの構築中です。携帯電話からの１１９番受信も、発信地点が検索できる装置を導入する計画です。 
 

『北部消防署』 
管内における道路状況や新築住宅、防火対象物等の地理調査を行ない、指令台地図への更新情報の

入力をしました。 
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                              佐久消防署・川西消防署・北部消防署 

 

事業方針 

２ 救急法の普及 

（１）応急手当講習会等の開催 

     応急手当講習会・救命講習会を通じて交通事故発生時にける、迅速・的確な応急手当の知識・

技能を広く市民に普及することによって救命率の向上を図ります。また、講習会の開催等につ

いて更なる啓蒙を図っていきます。 

実施結果 

２ 救急法の普及 

(1) 応急手当講習会等の開催 

  ・ 広域主催の上級、普通救命講習会等の講習会に参加協力しました。 

  ・ 各種団体、事業所等で応急手当・ＡＥＤ講習会を開催し、交通事故による負傷者の救命率向上を目

指しました。 

    また、メディア・広報紙等を活用し、救命講習会の普及に努めました。 

  

   『佐久消防署』 

    ○ 上級・普通救命講習会（ＡＥＤ講習会を含む） 

      実施回数 47 回  898 人 

    ○ その他の応急手当講習会 

      実施回数 76 回  2,609 人 

 

    『川西消防署』 

○ 上級・普通救命講習会（ＡＥＤ講習を含む） 

      実施回数 21 回  270 人 

    ○ その他の応急手当講習会 

      実施回数 17 回  490 人 

 

    『北部消防署』 

○ 上級・普通救命講習会（ＡＥＤ講習会を含む） 

      実施回数  7 回  97 人 

    ○ その他の応急手当講習会 

      実施回数  19 回  444 人 
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第４章 被害者援護体制の充実                         

                                                         環境部生活環境課 

事業方針 

１ 交通災害共済制度の普及促進 

交通事故により被害を受けた人を救済するため、「長野県民交通災害共済組合」の交通災害

共済制度を広く市民に周知し、未加入者の加入促進を図ります。 

 

（１）年会費は一人４００円。会員期間は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの１年間。請求

期限は交通事故発生日より２年間となります。 

 

（２）加入方法は、申込書を各家庭に配布し毎年３月中旬までに区長を通じて申し込みます。 

  これ以外は、本庁生活環境課及び各支所の窓口で申し込む方法があります。 

 

（３）公費負担  

   ３歳以上の幼児から１５歳未満の小・中学生（４月１日現在、佐久市在住者に限る）は、会

費（１人１００円）を市が全額負担します。また、生活保護家庭、身体障害者手帳１、２級該

当者、療育手帳所持者についても、民生委員を通じ、市保健福祉部福祉課又は支所保健福祉課

に加入申し込みをすると、市が全額公費負担します。 

 

（４）交通災害見舞金額 

    見舞金については、死亡時の100万円が上限として、２０等級に分かれており、最低保障2

万円。 

 

実施結果 

 

１ 交通災害共済制度の普及促進 

  市内各区に協力を要請して、市民の加入促進を図りました。 

  また、ＦＭラジオ放送、広報誌、回覧により共済制度への加入促進を広報しました。 

   

  平成２４年度中の共済加入状況 

一般会員 
特別会員 

（公費負担分） 
会員総数 加入人口比率 加入人前年度比 

５２，４１４人 １３，７０６人 ６６，１２０人 ６５．５８％ －２，７１１人 

 

  平成２４年度見舞金支給状況 

見舞金請求件数 うち死亡事故 見舞金支払総額 

３０３件 ４件 20,752.5 千円 
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 環境部生活環境課 

事業方針 

２ 交通事故相談活動の強化             

 （１）長野県交通事故相談所の活用促進                           

    交通事故被害者等が抱えている損害賠償、更生問題、その他交通事故に関連する事項について、

   上小地方事務所に設置されている長野県交通事故相談所上田相談所の活用を図ります｡    

     また、相談所から遠隔地の県民に対しては、巡回相談が実施されているので、その利用につい

      ても、広報活動を行い、相談者の利便を図ります｡ 

    

 （２）市における相談機能の充実強化 

     市の窓口における担当者の資質向上を図り、相談機能を充実、強化します。 

 

  

 

 

 

     

実施結果 

          

（１） 長野県交通事故相談所の活用促進 

         佐久地方事務所で、毎月第２金曜日、午前１０時～午後３時までの間、巡回による無料相 

       談所を開設しています。 

    佐久市では本庁舎及び支所の窓口に、交通事故相談案内パンフレットを常時配置するととも

に、広報誌や佐久市ホームページ等により、長野県交通事故相談所の活用を促進しました。 

     

   平成２４年度中の佐久市民交通事故相談所活用状況 

    被害者からの相談 加害者からの相談 合計 

３８人 ９人 ４７人 

 

 

 

（２） 市における相談機能の充実強化 

       市の窓口に問い合わせがなされた交通事故相談については、長野県交通事故相談所や長野県

弁護士会等の専門機関を速やかに紹介し、相談者の立場を理解した対応を行ないました。 
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第５章 鉄道交通の安全に関する施策 

ＪＲ東日本小海線営業所 

事業方針 

１ 鉄道交通における交通安全対策 

（１）交通事故防止の徹底、推進 

（2 ）踏切事故防止対策の実施 

とし、特に「踏切事故の防止」「自動車運転事故の防止」「異常時等における踏切の安全確保に向け

た取組みの推進」を重点において取組む。 

実施結果 

１ 踏切事故の防止 

(1) 踏切保安設備及び踏切警標等の点検設備 

  春４回  75箇所 

  秋１階  13箇所 

(2) 踏切道の安全通行指導 

  ２回 

(3) 市内幼稚園等に対する踏切事故防止の広報を実施した。 

 

２ 自動車運転時等の事故防止 

  全国交通安全運動の実施に伴う啓発活動 

  (1) 各職場への看板の設置 

   ・ 社員の運転免許証の確認 

   ・ 道路交通法第 71条の３第２項の徹底 

  (2) 駅待合室へのポスターの掲出 

  (3) 通勤時間帯において、交通安全運動（交通マナー）の車内放送を実施 

 

３ 異常時等における踏切の安全確保に向けた取組みの推進 

  警察及び消防等関係機関との「人身事故対応訓練会」を実施した。（H24.10.17） 
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   平成２４年度佐久市交通安全対策実施結果 

     平成２５年(２０１３年)８月 

     発行  佐久市・佐久市交通安全対策協議会 

     編集  佐久市 環境部 生活環境課 

     事務局 〒３８５－８５０１ 

         長野県佐久市中込３０５６ 

         電話：０２６７（６２）２１１１ 

         ＦＡＸ：０２６７（６２）７８６２ 

         ＵＲＬ：www.city.saku.nagano.jp 

 



区分 N0 職　　　名 氏　　名 備考

運輸 1
JR東日本㈱
小海線営業所 業務科長

中 村 真 紀

2
佐久市区長会長
野沢地区会長

井 出 進

3 浅間地区会長 小 柳
オヤイデ

出 裕
ユタカ

4 中込地区会長 春 日 利 夫

5 東地区会長 小 平 瑞 穂

6 臼田地区会長 上 原 茂 雄

7 浅科地区会長 丸 山 紀 八 郎

8 望月地区会長 小 林 智 治

9 関 口
セキグチ

展
ノリ

宏
ヒロ

10 佐久市内幼稚園代表 佐 藤 長 明

11 佐久市保育協会長 鷹 野 正 子

12 佐久市PTA連合会長 丸 田 浩 之

13
佐久市保育園保護者会
連合会長

柳 澤 聡 一 郎

14 佐久市老人クラブ連合会長 高 見 澤 秀 明

15 佐久市社会福祉協議会長 佐 藤 悦 生

16
佐久地方事務所地域政策
課長

滝 沢 弘

17 佐久建設事務所整備課長 清 水 孝 二

警察 18 佐久警察署交通課長 小 林 剛 史

19 佐久交通安全協会長 木
キ

内
ウチ

征 夫
ユキオ

20
南佐久交通安全協会
臼田支部長 高 柳

タカヤナギ

誠
マコト

人

21
川西交通安全協会
浅科支部長

小 松 武 人

22
川西交通安全協会
望月支部長

臼 田 秀 夫

指導員 23 佐久市交通指導員会長 鈴 木 清 久

佐久市交通安全対策協議会委員名簿
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第１章 道路交通環境の整備 

                       佐久警察署 

事業方針 

１ 交通安全施設等の整備 

（１） 公安委員会に関する事項 

安全・安心で人に優しい交通環境整備のため、実態に即した交通安全施設の整備、交通 

事故多発交差点対策を推進します。 
 

交通信号機の整備 

・プロファイル信号制御システムの検証を継続し、佐久市の交通状況

に即した信号制御を推進します。 

・高齢者等にも見やすいＬＥＤ信号灯器の整備を引き続き推進しま

す。 

・新設される小学校、新設道路等交通流に変化を及ぼす箇所に信号整

備等安全対策を推進します。 

道路標識・標示の

整備 

・変化する交通環境から児童、高齢者等の交通弱者を保護するため、

走行速度の抑制、安全・快適な歩行空間を創出するための交通規制

等を実施し、「安全・安心で人に優しい交通環境の整備」を推進し

ます。 

・道路標識の視認性向上のために、道路標識の高輝度化を推進すると

ともに、景観にも配意した縮小化も推進します。 

・交通事故多発交差点等の事故防止対策の推進。 

・速度、駐車禁止規制等交通規制の見直しを含め、交通状況に応じた

交通環境の整備を推進します。 
 

実施計画 

平成２５年度交通安全施設整備計画 

区  分 事業量 場所・内容等 

信号 信号機改良（予定） ３５基 インター東多現示化等 

信号機新設（予定） ３基 柴宮神社他 

表示 横断歩道新設 １２箇所 通学路対策等 

 

 

標識 

道路標識 一時停止新設 ８箇所 交差点事故防止 

道路標識・

標示の整備 

既設道路標識 

道路標示の整備 

８０本 

8,500ｍ 

 

既設道路標識・表示補修 

合 計 ３８基、２０箇所、８０本、8,500ｍ 
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佐久建設事務所 

 

事業方針 

 

（２）道路管理者に関する事項 

  ア 国道及び県道 

    ○安全で快適な交通環境の整備 

     ・交通事故の発生実態や高齢者等交通弱者の道路利用実態を踏まえた交通安全施設整備を 

      推進し、安全で快適な交通環境の改善に努めます。 

    ○安全、安心な道路環境の確保 

     ・安全でスムースな道路交通を確保するため、交差点の改良や歩道の整備を推進します。 

     ・通学路の安全を確保するため、歩道の整備及び交通安全施設の整備を推進します。 

 

実施計画 

            平成２５年度交通安全施設整備計画    （千円） 

 工  種 事業量 事業費 摘  要  

法 

に 

基 

づ 

く 

交 
通 

安 

全 

施 

設 

 

第 
 

１ 
 

種 

 

歩 道 

  180m 24,000 常和他 

用地補償等 

歩 道 切 下 げ     

視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ    

自転車歩行者道  150m 23,000 小田井 

横 断 歩 道 橋     

地 下 横断 歩 道     

その他    

小 計    

第 
 

２ 
 

種 

道 路 照 明  1 基 2,000 駒場公園入口 

防 護 柵     

道 路 標 識  4 基 1,500  

区 画 線  30,000m 9,000  

視 線 誘 導 標     

道 路 反 射 鏡     

その他  8,000 通学路点検箇所対策 

小 計    

  

合   計 

 

 67,500  
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市建設部土木課 

 

事業方針 
 

イ 市道 

     市道における交通安全対策のため、道路反射鏡・防護柵・区画線・交差点改良等の安全施設
を整備することにより、市民の交通安全や利便性を図る。 

   

○ 事業内容 

  市内２４０区における市道の安全確保のため、道路反射鏡・区画線・防護柵等の安全施設の
整備を行い、市民の交通の利便性や安全性を図る。その他、破損した安全施設の整備。 

 

実施計画 

  

       平成２５年度交通安全施設整備計画      （千円） 

工   種 事業量 事業費 摘  要 

法
に
基
づ
く
交
通
安
全
施
設 

第
１
種 

 

１ 
 

種 

歩道     

その他 

 

   

小 計    

第 
 

２ 
 

種 

防 護 柵     

（km） 

200ｍ 2,520  

道 路 標 識    

（本） 

10箇所 1,575  

区 画 線     

（km） 

25,000ｍ 5,250  

道 路 反 射 鏡  

（式） 

55基 7,875  

そ の 他 １式 5,780  

小 計 200ｍ 

10箇所 

25,000ｍ 

55基 

１式 

 

23,000  

合  計 １式 23,000  
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市経済部耕地林務課 

 

事業方針 

ウ 農道 

  農道の危険箇所にガードレールを設置するとともに、農業用排水路の危険箇所に防護柵を設

置します。 
    農業用車両のみでなく一般車両も含めた交通が、交通事故の危険性を増大させているので、付

帯する各種安全施設について、危険個所を作らないことを目標に計画設計段階から公安委員会の
指導のもと、安全な農道の整備を図ります。 

エ 林道 

  林道の危険箇所にガードレールを設置するとともに、カーブ等の危険箇所に防護柵を設置し
ます。 

一般通行車両の多い路線やその他緊急に交通の安全を確保する必要がある路線について改
良改築事業を行います。 

新設にあたっては、交通安全施設の設置に配意し、交通安全の確保を図ります。 

実施計画 
   

ウ 農道 

平成２５年度実施計画 

   

舗装新設 砕石支給 生コン支給 

2,200ｍ 850㎥ 400㎥ 

  

 

 

 

エ 林道 

平成２５年度実施計画 

                                 （ｍ） 

舗装新設 不陸整正 高枝切 丸太筋工 草刈 

100 200 1,000 10 97,929 
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市建設部高速交通課 

 

事業方針 
 

オ 高速道路関連道路 

  高速交通網の開通により交通量が増加している今日、歩行者の多い道路、また通学路として

使用している市道（高速道路建設等に関するもの）の中で、特に交通事故等の危険性が予想さ

れる道路について、歩道等を整備することにより利用者の安全かつ交通の円滑な走行の確保を

図ります。  

 

 

 

 

○ 事業内容 
歩道の整備 

 

 

 

実施計画 

  

         平成２５年度交通安全施設整備計画     （千円） 

工  種 事業量 事業費 摘  要 

法 

に 

基 

づ 

く 

交 

通 

安 

全 

施 

設 
第 

 

１ 
 

種 

歩道  71.7ｍ 28,256  

その他    

    

    

    

小 計 71.7ｍ 28,256  

第 
 

２ 
 

種 

防 護 柵     

（km） 

8ｍ 225  

道 路 標 識    

（本） 

   

区 画 線     

（km） 

411.2ｍ 114  

道 路 反 射 鏡  

（式） 

   

そ の 他 3本 97 車線分路標 

小 計 419.2ｍ 436  

合  計 419.9ｍ 

3本 

28,692  
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市建設部土木課．環境部生活環境課 

 

事業方針 

２ その他道路交通環境の整備  

（１）放置自転車対策 

 道路交通の安全確保及び道路環境の整備を図るため、道路管理者は学校教育機関及び交通管

理者と連携して、地域の実情に即した環境整備対策を講じます。 

また、既存の自転車駐輪場の利用促進を図るためのＰＲ活動を行うとともに、自転車駐輪場

の整備、整頓に配意し、歩行空間の確保に努めます。 

  

（２）法定外交通安全看板の設置 

   市内の交通危険個所等に、速度抑制、一時停止、徐行等を徹底させるための法定外看板を設

置し、通行車両等に注意を喚起させる対策を推進します。 

実施計画 

（１）放置自転車対策 

  交通の妨げとなる放置自転車を排除し、自転車通行及び歩行者の通行を確保する事により、

放置自転車が原因となる交通事故防止を図るため、下記の事項を実施します。 

・ 通学に自転車を利用する高校生等の学校と協力して、自転車放置防止の指導を行ないます。 

・ 学校教育機関、ＪＲ小海線営業所と協力して鉄道沿線周辺の歩道等の点検を適宜実施しま

す。 

・ 歩道等、道路に放置されている自転車については、管理者権限により適宜排除し、歩行空

間の保持に努めます。 

・ 自転車駐輪場の利用促進のため、自転車駐輪場の整備に努めます。 

 

 

 

（２）法定外交通安全看板の設置 

       市内各区からの要望に基づき、自動車等の運転者に対する交通事故防止注意喚起看板を作成

し、設置します。 
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第２章  交通安全意識の普及徹底 

環境部生活環境課 

事業方針 

１ 交通安全教育の推進 

交通安全教育は、家庭における幼児に対する教育から始まり、小・中・高校における組織的・体
系的な教育、その後反復して行われる運転者の資質向上の教育、老人クラブ等における高齢者の教
育に至るまで生涯にわたって段階的かつ継続的に推進する必要があります。このため、人命尊重と
いう理念のもとに、安全に行動できる人間、交通社会の一員として積極的に貢献できる人間、更に
は将来の交通状態の改善にも寄与し得る人間の育成を目標として、心身の発達段階、道路交通への
参加の態様等に応じて、教育の様々な場面を活用し、交通安全教育の推進を図ります。 

(1) 保育所、幼稚園、学校等における安全教育 

学校教育等の場においては、人間形成の一環として、人命尊重及び遵法の精神に立脚し、交

通事故から自分の生命を守る知識、能力及び行動等を習得させ、交通安全の優れた実践者を育

成するため、計画的に教育を推進します。 

実施計画 

                  

 

 

保 育 所

幼 稚 園  

 

ア 新入園児を迎える４月から５月を重点に、保育所、幼稚園を対象に、警察、交通指導
員会等と連携しての交通安全教室を開催し、園児、保護者の交通安全意識の高揚を図り
ます。 

イ 保育所、幼稚園周辺道路の危険箇所の点検を実施します。 

ウ 保護者会・ＰＴＡ等の協力を得て、地域・家庭ぐるみの交通安全教育を推進し、交通
安全意識の高揚を図ります。 

エ ＰＴＡ・地域の交通安全協会等の協力による新入学（園）児の街頭指導を行います。 

 

 

 

小 学 校

中 学 校  

ア 人命尊重の理念に立ち、自ら的確に判断し安全に行動できる交通社会人の育成を目指

し、児童生徒の発達段階に応じた交通安全教育を推進します。 

イ 小・中学校にあっては、学校、警察、佐久市交通指導員会、家庭等と連携し、年に１

回以上の交通安全教室を開催し、児童、生徒の交通安全意識の高揚を図ります。 

 ・小学校新入学児童・低学年・・・道路の正しい横断要領等 

 ・小学校高学年、中学校・・・・・自転車の正しい乗り方等 

ウ 小学校ＰＴＡによる地区単位の親子交通安全教室を開催し、地域における交通事

故防止対策等を強化します。 

エ 市内１６小学校の、６年生全員を「わが家の交通安全課長」に委嘱するとともに、

横断旗を配布し、児童及びその家族の交通安全意識の高揚を図ります。 

オ 交通ルールとマナー、自転車の点検・正しい乗り方の指導を実施します。 
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環境部生活環境課 

事業方針 

 

(2) 社会教育における交通安全指導 

   広く住民に交通安全意識の浸透を図るため、社会教育の場と機会を活用して、交通安全意識の

高揚に努めます。 

交通安全学習の実施 
公民館等における成人等に対する講座・研修会など、あらゆる

機会を利用しての交通安全教育の実施について要請します。 

関係団体との連携に
よる活動の推進 

 社会教育関係団体の活動に、交通安全に関する事業を実施する
よう各種団体に要請します。 

広報活動による啓発 

 公民館やＰＴＡ等の社会教育関係団体が発行する広報誌等に、
交通安全に関する内容を掲載するよう要請して住民意識を高揚
させるほか、あらゆる広報媒体を活用し住民の交通安全意識を醸
成します。 
 また、緊急時においては、緊急的に有線放送、回覧チラシ等に
より市民への周知徹底を図ります。 

地域活動の徹底 
 県教育委員会が行う、ＰＴＡ指導者研修会、青年団体指導者研
修、尐年団体指導者研修において、地域・団体活動における交通
安全指導について啓発します。 

 

実施計画 

 

高齢者 

ア 佐久市老人クラブ連合会との連携による市内老人クラブ対象の交通安全

教室を開催し、高齢者の交通安全意識の高揚を図ります。 

イ 平成２５年度の高齢者交通安全モデル地区に指定された「協和」地区にお

いて通安全教育を実施し、その成果を市内全域に普及します。   

また、警察や、佐久市交通指導員会及び交通安全協会等と連携して、高齢

者宅への家庭訪問による個別交通安全指導を行います。 

ウ 春・秋の全国交通安全運動期間中に、シルバー人材センター等の高齢者支

援組織と連携し、浅間自動車学校において高齢ドライバーを対象とした「シ

ルバー運転教室」を開催します。 

エ  高齢者対象の交通安全教育及び高齢者家庭訪問による交通安全啓発を行 

います。 

オ  交通危険箇所､交通安全施設の点検・整備及び道路管理者・交通管理者等 

への提言を行います。 

地域 

ア 市が主催する公民館ふれあい学級、婦人学級、乳幼児学級、高齢者大学、

公民館学習グループ等の各種学級、研修会、講座等の活動に、交通安全に関

する内容を導入するよう働きかけを行います。 

イ 社会教育関係団体であるＰＴＡ連合会、女性団体等の活動に、交通安全に

関する内容を導入するよう働きかけを行います。 

ウ 市、公民館、ＰＴＡ等が発行する広報誌や文書等へ、交通安全に関する内

容や交通安全標語などを掲載するほか、老人クラブ等に対する市所有の交通

安全教育用ビデオテープの貸出しを促進する等、広く市民の交通安全意識の

高揚を図ります。 

エ 佐久市交通安全市民大会を開催し、市民参加のもとに交通安全意識の高揚

を図ります。 
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環境部生活環境課 

事業方針 

２ 交通安全運動の推進 

（１） 季別の交通安全運動 

    季別ごとに実施される交通安全運動に伴い、関係機関と連携協力し、交通事故発生状況を踏
まえ、交通安全啓発、指導、教育活動を展開し、交通事故防止に効果があがる対策を推進します。 

 

 

 

 

実施計画 

（１） 季別の交通安全運動 

名  称 期   間 目       的 

春の全国交

通安全運動 

４月６日（土） 

～ 

４月１５日（月） 

（１０日間） 

 広く県民に交通安全知識の普及と交通安全意識の

高揚を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナー

の実践を習慣付けることにより、交通事故を防止す

るための交通安全を呼びかけます。 

夏の交通安

全やまびこ

運動 

７月１９日（金）

～ 

７月２５日（木） 

（７日間） 

 夏の行楽・帰省シーズンを迎え、これに伴う交通

事故を防止するため、広く県民及び県外者に交通安

全を呼びかけます。 

 

秋の全国交

通安全運動 

 

９月２１日（土）

～ 

９月３０日（月） 

（１０日間） 

 広く県民に交通安全知識の普及と交通安全意識の

高揚を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナー

の実践を習慣付けることにより、交通事故を防止す

るための交通安全を呼びかけます。 

 

年末の交通

安全運動 

１２月１日（日） 

～ 

１２月３１日（火） 

（３１日間） 

 年末は、飲酒の機会が多く、降雪や凍結等の道路

環境の悪化も加わり、交通事故の多発が予想される

ため、広く県民及び県外者に交通安全を呼びかけま

す。 

 

その他の運

動 
別に定める期間 

 交通事故の発生状況及び実態に応じ、緊急又は重

点的に交通事故を防止するため、市民又は関係住民

等に交通安全を呼びかけます。 

 

年間スローガン 

○ 県・・・信濃路は ゆとりの笑顔と ゆずりあい 

○ 市・・・みんなで築こう佐久の交通安全 

・ 県下一斉街頭啓発日にあわせた交通指導所、人波作戦を実施します。 

・ 市広報紙、有線放送等、各種広報媒体を活用した広報活動を強化します。 

・ 保育園、幼稚園、小・中学校、老人クラブ等を対象とした交通安全教室を開催します。 

・ 体験型交通安全教室「ナイトスクール」を開催し、夜光反射材の効果について啓発します。 
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環境部生活環境課 

事業方針 

（２） その他年間を通じて行う交通安全活動 

  ○ 高齢者の交通事故防止 

  ○ 横断中・歩行中の交通事故防止 

  ○ 自転車安全利用の促進（特に、自転車安全利用五則の周知徹底） 

  ○ 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 

  ○ 飲酒運転の根絶 

実施計画 

 

区 分 内          容 

高齢者の交通事

故防止 

○ 高齢者交通安全モデル地区の指定による啓発活動 

  高齢者の交通事故は依然として高い率を示し、特に歩行中の事故が多発す
る傾向にあります。 

このような状況から高齢者の交通事故防止対策の強化を図るため、高齢者
交通安全モデル地区を指定し、地域内の住民の自主的な交通安全活動によ
り、高齢者の交通事故防止運動を積極的に展開します。 

指定地区 期 間 実  施  事  項 

 

佐久市協和  

（高齢者人

口 962人、高

齢者世帯 664

世帯） 

 

平成 25年４月１日 

～ 

平成 26 年３月 31 日

までの１年間 

・モデル地区の周知徹底 

・街頭における保護誘導活動 

・交通安全教室、講習会の開催と

高齢者家庭への訪問 

・夜光タスキ等反射材の活用促進 

・地域内の運転者に対する安全運

転励行の指導 
 

シートベルト・

チャイルドシー

ト着用の徹底 

○ シートベルト・チャイルドシート着用の徹底 

・ 佐久市では、後部席を含む全ての座席のシートベルトの正しい着用を目

指して、広報啓発活動を強化し、佐久警察署と協力してのシートベルトパ

ーフェクト作線（H25.4～H25.10）を実施します。 

・ チャイルドシートの着用についても保育園、幼稚園等の親子交通安全 

教室等の開催を通じた啓発活動を強化します。 

 

運転者教育の充

実 

○ 警察及び交通安全協会等と連携を図りながら、自治会、町内会等の地域に

おける各種会合に合わせた交通安全講習会を開催し、運転者の交通安全意識

の高揚を図ります。 

○ 安全運転管理者協会等と連携し、会社・事業所等に対する交通安全の呼び

かけを強化します。 

○ 夜光反射材の効果等、体験型教育の開催により、受講者自らが実体験によ

り交通安全に対する自覚を醸成させる教室の開催。 

○ 自転車利用環境の整備と安全利用に関する啓発活動の実施。 

○ 飲酒運転根絶に向けた、飲食店業者への指導と厳罰化に関する周知徹底。 
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環境部生活環境課 

事業方針 

 

(３) 啓発日の設定 

   家庭、地域、学校では啓発日を活用して各種の行事を実施するなど、一人ひとりの安全意識の 

高揚を図ります。 

（４） 緊急対策等の実施 

  ○ 死亡事故現地診断の実施と再発防止検討会の開催 

  ○ 広報啓発活動による周知と安全意識の醸成 

○ 交通死亡事故多発非常事態宣言 

実施計画 

 

(３) 啓発日の設定 

名    称 実 施 日 活   動   内   容 

交通安全の日 
毎月 

５日と２０日 

 街頭指導、広報、啓発活動を強化し、広く交

通安全を呼びかけて、次の事項を重点に交通安

全意識を高揚します。 

 ○ シートベルト着用の徹底 

 ○ 自動車ヘッドライトの早め点灯の実践 

シートベルト啓発の日

（シートの日） 

毎月 

４日、14 日、

24日 

 シートベルト・チャイルドシート着用の徹底

を図るための広報啓発活動等を強化します。 

二輪車交通安全の日 

(全国統一バイクの日) 
８月 19日（金） 

 二輪車の事故防止を図るための啓発活動を強

化します。 

（４） 緊急対策等の実施 

  ア 現地診断の実施 

    死亡事故が発生した場合には、地域住民を含む関係者を広範に集め、現地診断を実施すると
ともに再発防止検討会を開催して、迅速な再発防止対策を講じます。 

  イ 広報啓発活動の強化 

    交通事故の発生実態や特徴を踏まえ、関係機関等と連携し、文書回覧、放送施設等による広
報啓発活動を強化し、住民の交通安全意識の高揚に努めます。 

ウ 交通死亡事故多発非常事態宣言 

  交通事故が例年より相当早いペースで発生、又は一定期間連続して発生する等市民の日常生 

  活に大きな危険と脅威を与える事態に至った場合には、「佐久市交通安全条例」に基づき 

「交通死亡事故多発非常事態宣言」 

 を発令し、市民総ぐるみで交通安全意識の高揚を図り、交通死亡事故の発生を抑止します。 
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第３章 救助・救急体制の整備 

 佐久消防署・川西消防署・北部消防署 

事業方針（消防署共通） 

１ 救助・救急体制の整備 

 (1) 救助・救急体制の整備 

  ア 多種多様化する交通事故現場において、負傷者の救出や搬送をより迅速化させるため、救

助救急資機材の整備を図り、反復訓練を実施します。また、救急指定病院との連携を緊密に

し、事例検討会等を通じ救命率の向上を図ります。 

イ 緊急車両の点検整備を積極的に行い、常に万全の整備状態を確保するとともに、併せて職員

の安全運転を励行するため、関係機関の交通安全運動等の事業に積極的に参加します。 

(2) １１９番受信装置の改良整備 

   近年、携帯電話からの１１９番受信が増加しており、発信地点表示に対応できるコンピュータ

ーシステムについて調査研究を進め、交通事故地点が即座に判明するよう、各種機器の改良整備

を検討します。 

実施計画 

１ 救助・救急体制の整備 

『佐久消防署』 

(1) 救助・救急体制の整備 

    緊急車両に対する法定点検、毎日の始業点検の励行、救助救急資器材の取扱いの習熟、整

備、救急指定病院と事例検討会等を通じ交通外傷の処置方法、また、多種多様化する交通事

故からの救出や搬送をより迅速化させるため、反復訓練を実施します。 

(2) １１９番受信装置の改良装置 

    携帯電話からの１１９番通報に対し、交通事故の発生地点が即座に判明するよう各種機器

の改良整備を検討します。 

 

『川西消防署』 

(1) 救助・救急体制の整備 

   緊急車両に対する法定点検整備、毎日の始業点検の励行、救助・救急資器材の取扱いの習熟、整

備、救急指定病院との事例検討会を通じ、交通外傷の処置方法を習得します。 

(2) １１９番受信装置の改良装置 

   平成２７年度に（佐久広域連合消防本部７署）の通信システム統合計画により、新指令装置

の導入に寄り携帯電話からの１１９番受信も発信地点が検索できる装置を導入計画中です。 

 

『北部消防署』 

(1) 救助・救急体制の整備 

   多種多様化する救助、救急現場においての想定訓練を行ないながら、技能・技術を学び、習

得し、消防職員としての自覚と責務を認識して能力向上に努めます。 

   また、救助・救急資器材の取扱い整備等を行ない、万全な出動体制を整えます。 

(2) １１９番受信装置の改良整備 

   管内における道路状況や新築住宅、建造物等のさらなる地理調査を行ない、情報入力、更新

情報の整備を実施します。 
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 佐久消防署・川西消防署・北部消防署 

 

事業方針(消防署共通) 

２ 救急法の普及 

応急手当講習会等の開催 

   応急手当講習会・救命講習会を通じて交通事故発生時にける、迅速・的確な応急手当の知識・技

能を広く市民に普及することによって救命率の向上を図ります。また、講習会の開催等について更

なる啓発を図っていきます。 

実施計画 

２ 救急法の普及 

『佐久消防署』 

   応急手当講習会・救命講習会等の開催要請時に受講対象者の年齢、希望する講習内容等に配慮し、受講

者のニーズに合わせた講習会を行ないます。更に、講習内容として交通事故発生時の応急手当や対処方法に

ついて講義に織り込みます。 

 

『川西消防署』 

応急手当講習会・救命講習会等の要請相談時に受講者対象者の年齢、希望内容に配慮し受講者のニーズに

合わせた講習内容を検討します 

 また、講習会開催時、交通事故発生時の応急手当や対処法について講義内容に織り込みます。 

 

『北部消防署』 

救命講習会等の講習時、交通事故発生時の対処法、応急手当法を積極的に盛り込み、訓練を実施します。 

また、交通事故現場での救出にかかる危険性の知識向上に努めます。 
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第４章 被害者援護体制の充実                         

                                                      環境部生活環境課 

事業方針 

１ 交通災害共済制度の普及促進 

交通事故により被害を受けた人を救済するため、「長野県民交通災害共済組合」の交通災害

共済制度を広く市民に周知し、未加入者の加入促進を図ります。 

 

（１）年会費は一人４００円。会員期間は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの１年間。請求

期限は交通事故発生日より２年間となります。 

 

（２）加入方法は、申込書を各家庭に配布し毎年３月中旬までに区長を通じて申し込みます。 

  これ以外は、本庁生活環境課及び各支所の窓口で申し込む方法があります。 

 

（３）公費負担  

   ３歳以上の幼児から１５歳未満の小・中学生（４月１日現在、佐久市在住者に限る）は、会

費（１人１００円）を市が全額負担します。また、生活保護家庭、身体障害者手帳１、２級該

当者、療育手帳所持者についても、民生委員を通じ、市保健福祉部福祉課又は支所保健福祉課

に加入申し込みをすると、市が全額公費負担します。 

 

（４）交通災害見舞金額 

    見舞金については、死亡時の100万円が上限として、２０等級に分かれており、最低保障2

万円。 

 

実施計画 

 

1 交通災害共済制度の普及促進 

  市が発行する広報紙等による周知を積極的に行い、制度の普及と加入促進を図ります。 

 

２ 交通災害共済見舞金の的確な申請手続きの推進 

  交通災害共済見舞金の請求に対しては、規定に沿って適切に審査するとともに、申請者に対して

は、親切で分かりやすい説明を行い、的確に手続きを実施します。 
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  環境部生活環境課 

事業方針 

２ 交通事故相談活動の強化             

 （１）長野県交通事故相談所の活用促進                           

    交通事故被害者等が抱えている損害賠償、更生問題、その他交通事故に関連する事項について、

   上小地方事務所に設置されている長野県交通事故相談所上田相談所の活用を図ります｡    

     また、相談所から遠隔地の県民に対しては、巡回相談が実施されているので、その利用につい

      ても、広報活動を行い、相談者の利便を図ります｡ 

    

 （２）市における相談機能の充実強化 

     市の窓口における担当者の資質向上を図り、相談機能を充実、強化します。 

 

  

 

 

 

     

実施計画 

          

（１） 長野県交通事故相談所の活用促進 

         佐久地方事務所で、毎月第２金曜日、午前１０時～午後３時までの間、巡回による無料相 

       談を受付けていることから、市発行の広報紙、佐久市ホームページ等による広報を積極的に 

行い、長野県交通事故相談所の活用を促進します。 

 

（２） 市における相談機能の充実強化 

市の窓口における相談業務をより充実するとともに、県の相談所との連携を一層密にし 

       ます。 
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第５章 鉄道交通の安全に関する施策 

ＪＲ東日本小海線営業所 

事業方針 

１ 鉄道交通における交通安全対策 

(1) 踏切事故の防止 

(2)  自動車運転時等の事故防止 

 (3)  異常時等における踏切の安全確保に向けた取組みの推進 

実施計画 

１ 踏切事故の防止 

(1) 踏切保安設備及び踏切警標等の点検設備の徹底 

(2) 踏切通行者等に対する啓発活動の推進 

２ 自動車運転時等の事故防止 

(1) 横断中・歩行中の交通事故防止の徹底 

(2) 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 

(3) 自動車及び自転車運転時における酒気帯び運転の防止、交通ルール・マナーの厳守 

(4) 夜間作業明け等における自動車運転事故防止の徹底 

(5) 自転車の安全利用の推進（特に、自転車安全運転利用五則の周知徹底） 

３ 異常時等における踏切の安全確保に向けた取組みの推進 

踏切鳴動持続時に通行者(車)を通行させる際の取扱いの徹底  
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